
 





 





○ 近年、多発する自然災害への対応や、公共施設の老朽化を踏まえた適正管理が求められる中で、小規模市町村
を中心に技術職員の不足が深刻化

○ さらに、大規模災害時において、技術職員の中長期派遣を求める声が強いものの、恒常的に不足している状況

都道府県等が技術職員を増員し、平時に技術職員不足の市町村を支援するとともに、大規模災害時の中長期

派遣要員を確保する仕組みを令和２年度から創設

都道府県等※が
市町村支援業務のための技術職員を配置

（Ａ）技術職員不足の市町村支援（平時）

事前登録された技術職員数を基に、
地方三団体及び指定都市市長会とともに派遣調整

（Ｂ）中長期派遣要員の確保（大規模災害時）＋

新たな
技術職員群

都道府県等

(参考）復旧・復興支援 技術職員派遣制度(参考）復旧・復興支援 技術職員派遣制度

「技術職員の増員数」の
範囲内で、
・「市町村支援業務に従事
する技術職員数」（Ａ）

・「中長期派遣可能な技術
職員数」（Ｂ）

のいずれか小さい方の
職員数に係る人件費に、
地方交付税措置

※今年度は142名分を措置

地方交付税措置

中長期派遣可能な
技術職員数事前登録

技術職員（土木技師・
建築技師・農業土木技
師・林業技師）を
都道府県等※で増員し、
新たな技術職員群と
してまとめて確保

※市町村間連携として、他市町村の支援業務のために技術職員を増員・配置する市町村を含む

・R2.4.1現在登録者数：
188名
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